
女性の活躍に関する情報公表について 

令和８年３月 

学校法人二本松学院 

 

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４条）（以下、「女性活躍推進法」

という。）第２０条第１項、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成２７年厚生

労働省令第１６２号)第１９条及び事業主行動計画策定指針に基づき、女性の活躍に関する情報を以下

のとおり公表します。 

 

 

◆労働者の男女間賃金差異 

（男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合（パーセント）で示しています。） 

                       ・全職員     ７５．４％ 

                         ・正職員          ９４．０％ 

                         ・パート・有期雇用職員 ６１．２％ 

         ※上記は。令和８年３月１日時点の数字です。 



女性の活躍に関する情報公表について 

令和８年３月 

学校法人二本松学院 

 

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４条）（以下、「女性活躍推進法」
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◆労働者に占める女性労働者の割合 

                       ・教員       ２１．８％ 

                       ・事務職員    ５２．９％ 

                       ・全教職員    ３８．２％ 

         ※上記は。令和８年３月１日時点の数字です。 
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◆管理的地位にある労働者（管理職）に占める女性労働者の割合について 

                       ・管理職の総数   ２０人 

                       ・女性管理職     ２人 

                       ・女性管理職の率 １０％ 

         ※上記は。令和８年３月１日時点の数字です。 
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